
認定申請 変更認定申請
6,000 円 3,000 円

総住戸数が1戸のもの 6,000 円 3,000 円
総住戸数が2戸～5戸 12,000 円 6,000 円
総住戸数が6戸～10戸 20,000 円 10,000 円
総住戸数が11戸～25戸 34,000 円 17,000 円
総住戸数が26戸～50戸 56,000 円 28,000 円
総住戸数が51戸～100戸 100,000 円 50,000 円
総住戸数が101戸～200戸 159,000 円 79,500 円
総住戸数が201戸～300戸 200,000 円 100,000 円
総住戸数が301戸～ 214,000 円 107,000 円

36,000 円 18,000 円
総住戸数が1戸のもの 36,000 円 18,000 円
総住戸数が2戸～5戸 72,000 円 36,000 円
総住戸数が6戸～10戸 100,000 円 50,000 円
総住戸数が11戸～25戸 141,000 円 70,500 円
総住戸数が26戸～50戸 202,000 円 101,000 円
総住戸数が51戸～100戸 288,000 円 144,000 円
総住戸数が101戸～200戸 391,000 円 195,500 円
総住戸数が201戸～300戸 513,000 円 256,500 円
総住戸数が301戸～ 603,000 円 301,500 円

19,000 円 9,500 円
総住宅数が1戸のもの 19,000 円 9,500 円
総住戸数が2戸～5戸 35,000 円 17,500 円
総住戸数が6戸～10戸 50,000 円 25,000 円
総住戸数が11戸～25戸 72,000 円 36,000 円
総住戸数が26戸～50戸 108,000 円 54,000 円
総住戸数が51戸～100戸 163,000 円 81,500 円
総住戸数が101戸～200戸 232,000 円 116,000 円
総住戸数が201戸～300戸 299,000 円 149,500 円
総住戸数が301戸～ 340,000 円 170,000 円

低炭素建築物新築等計画に係る申請手数料

●一戸建ての住宅及び一戸建ての住宅以外の建築物の住宅部分に係る低炭素建築物新築
等計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料

区分
手数料の額

適合証又
は設計住
宅性能評
価書等が
添付され
た場合

一戸建ての住宅

適合証及び
設計住宅性
能評価書等
のいずれも
添付がない
場合（誘導
性能基準に
より評価され
ているもの）

一戸建ての住宅

一戸建ての住宅
以外の建築物の

住宅部分

一戸建ての住宅
以外の建築物の

住宅部分

適合証及び
設計住宅性
能評価書等
のいずれも
添付がない
場合（誘導
仕様基準に
より評価され
ているもの）

一戸建ての住宅

一戸建ての住宅
以外の建築物の

住戸部分



　共有部分又は非住宅部分（工場等部分）

認定申請 変更認定申請
12,000 円 6,000 円
21,000 円 10,500 円
34,000 円 17,000 円

100,000 円 50,000 円
159,000 円 79,500 円
200,000 円 100,000 円
250,000 円 125,000 円
113,000 円 56,500 円
143,000 円 71,500 円
185,000 円 92,500 円
288,000 円 144,000 円
371,000 円 185,500 円
443,000 円 221,500 円
515,000 円 257,500 円

　非住宅部分

認定申請 変更認定申請
12,000 円 6,000 円
21,000 円 10,500 円
34,000 円 17,000 円

100,000 円 50,000 円
159,000 円 79,500 円
200,000 円 100,000 円
250,000 円 125,000 円
249,000 円 124,500 円
310,000 円 155,000 円
396,000 円 198,000 円
562,000 円 281,000 円
690,000 円 345,000 円
814,000 円 407,000 円
927,000 円 463,500 円

※備考

　工場等部分とは、工場、車庫、倉庫その他外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置を
ない部分。

区分

適合証又
は設計住
宅性能評
価書等が
添付され
た場合

300㎡以内
300㎡を超え1,000㎡以内
1,000㎡を超え2,000㎡以内
2,000㎡を超え5,000㎡以内
5,000㎡を超え10,000㎡以内
10,000㎡を超え25,000㎡以内
25,000㎡を超えるもの

手数料の額

●一戸建ての住宅以外の建築物の共用部分又は非住宅部分（工場等部分に限る。）に係る低炭
素建築物新築等計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料

300㎡を超え1,000㎡以内
1,000㎡を超え2,000㎡以内
2,000㎡を超え5,000㎡以内
5,000㎡を超え10,000㎡以内
10,000㎡を超え25,000㎡以内
25,000㎡を超えるもの

●一戸建ての住宅以外の建築物の非住宅部分（工場等部分を除く。）に係る低炭素建築物新築
等計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料

区分
手数料の額

適合証又
は設計住
宅性能評
価書等が
添付され
た場合

300㎡以内

1000㎡を超え2,000㎡以内
2,000㎡を超え5,000㎡以内
5,000㎡を超え10,000㎡以内
10,000㎡を超え25,000㎡以内
25,000㎡を超えるもの

300㎡を超え1,000㎡以内

適合証及
び設計住
宅性能評
価書等の
いずれも
添付がな
い場合

300㎡以内

　低炭素建築物新築等計画に関する認定申請又は変更認定申請に併せて建築基準法第６条第
１項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合（計画通
知申出）の手数料の額は、お問い合わせください。

適合証及
び設計住
宅性能評
価書のい
ずれも添
付がない
場合

300㎡以内

1000㎡を超え2,000㎡以内
2,000㎡を超え5,000㎡以内
5,000㎡を超え10,000㎡以内
10,000㎡を超え25,000㎡以内
25,000㎡を超えるもの

300㎡を超え1,000㎡以内


